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参考資料－１ 豊能町防災会議条例 

 

 

 

○豊能町防災会議条例              昭和38年6月25日 

条 例 第 6 号 

 

改正 昭和53年 3月11日 条例第12号  平成 3年 9月27日 条例第18号 

昭和55年 7月 2日 条例第21号  平成12年 3月30日 条例第20号 

昭和56年 9月14日 条例第22号  

昭和61年10月13日 条例第15号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基づき、豊

能町防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

（所掌事務）９０ 

第２条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 豊能町地域防災計画を作成し並びに実施を推進すること 

(2) 町内地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること 

(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。 

２ 会長は、町長をもつて充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、この職務を代理する。 

５ 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充て、その定数は、27人以内とする。 

(1) 指定地方行政期間の職員のうちから任命する者 

(2) 府知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 

(3) 府警察の警察官のうちから町長が任命する者 

(4) 町長の部内の職員のうちから指名する者 

(5) 教育長及び教育次長 

(6) 消防長及び消防団長 

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 

(8) その他、町長が特に必要と認め委嘱する者 

６ 前項第１号、第２号、第３号、第７号及び第８号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の

委員は、その前任者の残任期間とする。 
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７ 前項の委員は、再任されることができる。 

（専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、府の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関

係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。 

３ 専門委員は、該当専門の事項に関する調査が終了したときは、解職されるものとする。 

（報酬） 

第５条 委員及専門委員の報酬は、豊能町報酬及び費用弁償条例（昭和37年条例第５号）に定める

額とする。 

２ 委員等のうち町の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。 

第６条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、

会長が防災会議に諮つて定める。 

附 則 

この条例は、昭和38年６月１日から施行する。 

附 則（昭和53年３月29日条例第12号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和55年７月２日条例第21号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年４月１日から適用する。 

附 則（昭和56年９月14日条例第22号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和61年10月13日条例第15号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年７月１日から適用する。 

附 則（平成３年９月27日条例第18号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成３年10月１日から適用する。 

附 則（平成12年３月30日条例第20号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月１日から適用する。 
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【豊能町防災会議の組織】 

 

   ●会  長 町長 

   ●委  員 

機    関    名 役   職 

近畿農政局大阪農政事務所 地域課長 

陸上自衛隊第３師団第36普通科連隊 連隊長 

大阪府豊能地域防災推進室 室長 

大阪府池田土木事務所 所長 

大阪府池田保健所 所長 

大阪府豊能警察署 署長 

豊能町 助役 

豊能町 生活福祉部長 

豊能町 建設水道部長 

豊能町議会 事務局長 

豊能町教育委員会 教育長 

豊能町教育委員会 教育次長 

豊能町消防本部 消防長 

豊能町消防団 団長 

関西電力株式会社池田営業所 所長 

大阪ガス株式会社導管事業部兵庫導管部 保安指令センター所長 

西日本電信電話株式会社大阪支店  設備部災害対策室長 

池田市医師会 理事 

能勢電鉄株式会社 取締役鉄道事業部長 

阪急田園バス株式会社 豊能支社長 

豊能町自治会長会 会長 
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参考資料－２ 豊能町災害対策本部条例 

 

 

 

○豊能町災害対策本部条例            昭和38年6月25日 

条 例 第 7 号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条第７項の規定に基づき、豊

能町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（組織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け災害対策本部長に事故あるときは、その職務を

代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命令を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

（部） 

第３条 災害対策本部長は必要と認めるときは災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。 

３ 部に属する災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

４ 部長は部の事務を掌理する。 

（補助） 

第４条 前各条に定めるものの外、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。 

附 則 

この条例は、昭和38年６月１日から施行する。 

附 則（平成８年７月１日条例第８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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【災害対策本部の組織】  

 

災害対策本部の組織、運営については、別に定める災害対策本部組織及び事務分掌に基づく。 

災害対策本部においては、本部長、副本部長及び本部員で構成する本部会議を重要な節目ごとに開

催し、災害応急対策に関する重要事項について協議し、災害応急対策活動実施の指令を行う。 

（１）構成員 

災害対策本部の構成員は、次のとおりである。 

職  名 構    成    員 

本 部 長 町長 

副本部長 助役、教育長、 

本 部 員 議会事務局長、総務部長、生活福祉部長、建設水道部長、消防長、教育次
長 

       

（２）組織体制 

組織体制は、次のとおりとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議会事務局 

災害対策本部 

（本 部 長） 

町 長 
（副本部長） 
助 役 
教育長 

（本 部 員） 

議会事務局長 

総務部長 

生活福祉部長 

建設水道部長 

消防長 

教育次長 

議会情報部 

総務対策部 

生活福祉対策部 

建設水道対策部 

消防本部 

まちづくり課 

総務課 

自治人権課 

財務課 

出納室 

吉川支所 

住民保険課 

子育て健康福祉課 

建設課 

農林商工課 

環境課 

上下水道課 

教育対策部 

生涯学習課 

高齢障害福祉課 

消防総務課 

消防署 

指導課 

教育総務課 
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（３）各部の事務分掌  

部 名 担 当 事 務 分 掌 

共通事項 １  所管施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

２  担当関連の災害記録に関すること。 

３  住民の避難誘導等、緊急時の被災者救援活動に関する

こと。 

４ 本部等の指示、要請に従い、各部の応援に関すると。 

議 会 情 報 部 議 会 事 務 局 １ 町議会議員との連絡調整に関すること。 

２ 議会の庶務に関すること。 

３ その他本部長が必要と認める事項。 

総 務 課 １ 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 

２ 国、府及び関係機関との連絡調整に関すること。 

３ 職員の動員に関すること｡ 

４ 職員の配置状況の取りまとめに関すること｡ 

５ 職員の給食及び安全衛生管理に関すること。 

６ 災害視察者、見舞者の接遇及び儀礼に関すること。 

７ 他の機関の応援職員の厚生に関すること。 

８ 災害対策要員の確保に関すること。 

９ 自衛隊の災害派遣要請に関すること。 

10 応援の要請に関すること｡ 

11 被災者の相談業務に関すること｡ 

12 庁内の電話回線の保守管理に関すること。 

13 庁舎の被害調査及び応急復旧に関すること。 

14 その他本部長が必要と認める事項｡ 

ま ち づ く り 課 １ 災害時における広報に関すること｡ 

２ 災害状況の記録に関すること。 

３ 報道機関との連絡調整に関すること。 

４ 通信情報に関すること｡ 

５ 応急対策用物資の調達に関すること。 

６ その他本部長が必要と認める事項。 

自 治 人 権 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 災害対策本部及び防災計画に関すること｡ 

２ 防災活動の指揮に関すること。 

３ 各部及び関係機関との連絡調整に関すること｡ 

４ 防災体制等の点検に関すること。 

５ 防災行政無線の運用統制に関すること。 

６ 災害救助法の適用に関すること｡ 

７ 災害資料の作成に関すること｡ 

８ 自治会等との連携による防犯活動に関すること｡ 

９ その他本部長が必要と認める事項｡ 

総 務 対 策 部 

財 務 課 

出 納 室 

１ 町有財産の被害調査に関すること｡ 

２ 車両に関すること｡ 

３ 災害対策予算の編成及び資金の運用計画に関すること｡ 

４ 資材・物資の購入・調達に関すること｡ 
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部 名 担 当 事 務 分 掌 

 ５ 食料の購入・調達に関すること｡ 

６ 災害対策物資及び救援物資の出納並びに配分に関する

こと｡ 

７ 激甚災害の指定に関すること｡ 

８ 被災者及び家屋の被害調査に関すること｡ 

９ 被災者台帳の整理に関すること｡ 

10 り災証明書の発行に関すること。 

11 その他本部長が必要と認める事項。 

住 民 保 険 課 

吉 川 支 所 

 

 

 

１ 人的被害の調査に関すること｡ 

２ 避難勧告に関すること｡ 

３ 救援物資等の輸送に関すること。 

４ 医療用資材の輸送に関すること｡ 

５ その他本部長が必要と認める事項。 

子育て健康福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日本赤十字社及び民生委員・児童委員協議会等との連

絡調整に関すること｡ 

２ 災害見舞金の支給、災害援護資金等の貸付に関するこ

と｡ 

３ 救援物資の受付に関すること｡ 

４ 義援金の受付に関すること。 

５ 社会福祉協議会との連絡調整に関すること｡ 

６ 臨時保育の開設に関すること。 

７ 保育所の児童の避難、救助及び救護に関すること｡ 

８ 保健所、医師会及び医療機関との連絡調整に関するこ

と｡ 

９ 被災者の応急手当に関すること。 

10 医療用薬品及び医療・衛生材料の調達に関すること。 

11 被災傷病者の把握及び報告に関すること。 

12 被災者の健康管理に関すること｡ 

13 その他本部長が必要と認める事項。 

生活福祉対策部 

高齢障害福祉課 １ 在宅要援護高齢者、独居老人、障害者等の安否調査及

び救助並びに被災状況に関すること。 

２ ボランティアの受付及び派遣に関すること｡ 

３ ボランティアの受け入れについて府との連絡調整に関

すること｡ 

４ 福祉避難所の開設に関すること。 

５ 医療用資材の輸送に関すること。 

６ 障害者や要援護高齢者の送迎に関すること。 

７ その他本部長が必要と認める事項。 

建設水道対策部 

 

 

 

建 設 課 １ 応急措置及び災害復旧の職員の派遣に関すること。 

２ 被害状況の把握に関すること。 

３ 道路法に基づく交通規制に関すること。 

４ 緊急時における町内建設業者への協力依頼に関するこ
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部 名 担 当 事 務 分 掌 

と｡ 

５ 応急仮設住宅の建設に関すること。 

６ 応急仮設住宅に申込み等に関すること。 

７ 家屋等の応急危険度判定調査に関すること｡ 

８ 災害住宅に対する融資に関すること｡ 

９ 被災現場での応急措置・復旧に関すること｡ 

10 道路・河川等の被害調査及び応急復旧に関すること｡ 

11 その他本部長が必要と認める事項。 

農 林 商 工 課 １ 農林業関係の被害調査及び応急復旧に関すること｡ 

２ 商工業関係の被害調査及び復旧に関すること｡ 

３ 物価等の消費者情報の把握に関すること。 

４ 生活関連情報の収集及び整理に関すること。 

５ その他本部長が必要と認める事項。 

上 下 水 道 課 １ 下水道調整池・水路等の被害調査及び応急復旧に関す

ること。 

２ 災害地区や避難所への応急給水に関すること｡ 

３ 配水池、ポンプ場、送・配水管等水道施設の調査並び

に応急措置及び復旧に関すること｡ 

４ 飲料水の供給に関すること｡ 

５ 緊急用耐震貯水槽の利用に関すること。 

６ その他本部長が必要と認める事項。 

 

 

 

 

 

 

環 境 課 １ 災害時におけるゴミの収集処理計画及び実施に関する

こと。 

２ ごみ収集業者の協力要請及び指導監督に関すること｡ 

３ ごみ、し尿及び死獣の収集処理に関すること。 

４ し尿汲み取り業者の協力要請及び指揮監督に関するこ

と｡ 

５ 遺体の安置、処理及び埋（火）葬に関すること。 

６ 被災地域の防疫活動に関すること。 

７ 被災地域及び避難所における感染症の予防に関するこ

と｡ 

８ 環境保全対策に関すること｡ 

９ その他本部長が必要と認める事項。 

消 防 本 部 消 防 総 務 課 

消 防 署 

１ 消防団との連絡に関すること。 

２ 情報の収集及び広報に関すること。 

３ 火災予防に関すること。 

４ 火災の調査に関すること｡ 

５ 消防防ぎょ計画の策定に関すること。 

６ 消防水利に関すること｡ 

７ 救急救助に関すること｡ 

８ 救急医療機関及びその他関係機関との連携に関するこ

と。 
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部 名 担 当 事 務 分 掌 

９ 通信保守に関すること。 

10 火災出動命令等の伝達に関すること。 

11 行方不明者等に関すること。 

12 その他本部長が必要と認める事項。 

教 育 総 務 課 

指 導 課 

１ り災園児、児童、生徒の調査及び教育対策に関するこ

と｡ 

２ 災害時の園児、児童、生徒の避難誘導に関すること｡ 

３ 教育関係機関との連絡調整に関すること｡ 

４ 災害時の教職員の動員及び応急配備に関すること｡ 

５ 休校・休園等の措置に関すること。 

６ 通学（園）路の点検及び安全確保に関すること｡ 

７ 災害時の学校保健衛生に関すること。 

８ 食品衛生管理に関すること｡ 

９ その他本部長が必要と認める事項。 

教 育 対 策 部 

生 涯 学 習 課 １ 教育施設の応急使用に関すること。 

２ 施設管理者との連絡調整に関すること。 

３ 避難所の開設に関すること｡ 

４ 避難所の管理運営に関すること。 

５ 被災者への配給に関すること。 

６ 被災者の受け入れに関すること｡ 

７ 避難者の誘導、広報伝達に関すること｡ 

８ 避難者の情報収集に関すること。 

９ その他本部長が必要と認める事項。 
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参考資料－３ 災害時相互応援協定 

 

災 害 時 相 互 応 援 協 定 

 

豊能地区の３市２町は、豊能地区市長・町長連絡会議の趣旨にのっとり、広域的な災害

時における相互応援について、次のとおり協定を締結する。 

（広域的協定目的） 

第１条 この協定は、相互応援協定締結市町（以下「締結市町」という。）の区域におい

て地震、洪水等の災害が発生し、被災市町独自では十分な応急措置ができない場合に、

被災市町の要請に応えるため、予め締結市町間において災害時の広域的な応援について

定め、応急措置を円滑に行うことを目的とする。 

（応援要請等） 

第２条 締結市町長は、応援の要請があったときは、業務に重大な支障がない限り、その

要請市町に対し、相互に応援するものとする。 

（人的応援） 

第３条 前条の応援要請は、受援側の市町長（又は災害対策本部長等）が、災害の状況、

出動を求める人員並びに職種、誘導員配置場所等を明示し、応援側の市町長に対して行

うものとする。 

（物的応援） 

第４条 災害応援のため、救援物資及び必要な資器材等を必要とする場合において、締結

市町長は、救援物資及び必要な資器材等の種別・数等の供給について、相互の応援を要

請することができる。 

（指揮） 

第５条 応援要請に基づく応援隊の指揮は、次に掲げる方法によるものとする。 

(1) 受援側の市町長（又は災害対策本部長等）が指揮すること。 

(2) 指揮は、応援隊の長に対して行うこと。 

（経費の負担） 

第６条 応援に要した経費については、原則として応援を要請した市町と負担とする。 

（協定なき事項） 

第７条 この協定に規定していない事項又は疑義を生じた事項については、締結市町が協

議をして、定めるものとする。 

（適用） 

第８条 この協定は、平成９年２月10日から適用する。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書を５通作成し、締結市町長記名押印のうえ、各

１通を保有する。 

 

 

 



 

-57- 

 

平成９年２月10日 

 

豊中市長  林   實 印 

 

 

 

池田市長  倉田  薫 印 

 

 

 

箕面市長  橋本  卓 印 

 

 

 

能勢町長  辻  靖隆 印 

 

 

 

豊能町長  南殿 利正 印 
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参考資料－４ 豊能町地域防災無線局管理運用規程 

 

 

 

豊能町地区防災無線局管理運用規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、豊能町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑

な通信の確保を図るため設置する豊能町地域防災無線局（以下「無線局」という。）の管理及び

運用に関し、電波法（昭和25年法律第131号。以下「法」という。）及び関係法令に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とす

るものは除く。 

(2) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する車載型、可搬型又は携帯型

の無線局及び特定の場所に常置して運用する半固定の無線局をいう。 

(3) 基地局 陸上移動局を通信の相手方として、本町庁舎内に設置する移動しない無線局をいう。 

(4) 遠隔制御器 基地局又は半固定型無線機と有線で接続された送受信設備で、基地局又は半固

定型無線機の機能を分掌するものをいう。 

(5) 陸上移動中継局 基地局もしくは遠隔制御器と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通

信を中継するため設置する無線局をいう。 

(6) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、郵政大臣の免許を受け、かつ当該無線設備

を操作する資格を有する者をいう。 

(7) 通信統制 情報の円滑かつ効率的な収集及び伝達を図るため通信を切断し、割り込み、若し

くは通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。 

（無線局の回線構成） 

第３条 無線局の回線構成及び配置等は別図及び別表のとおりとする。 

（総括管理者） 

第４条 無線局に、総括管理者を置く。 

２ 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。 

３ 総括管理者は、町長の職にある者を充てる。 

（管理責任者） 

第５条 無線局に管理責任者を置く。 

２ 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務所掌するとともに、通信

取扱責任者及び保管責任者を指揮監督する。 

３ 管理責任者は、総務部自治人権課長の職にある者を充てる。 

 

（通信取扱責任者） 
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第６条 無線局に通信取扱責任者を置く。 

２ 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を分掌する。 

３ 通信取扱責任者は、総務部自治人権課の職員であって、無線従事者の資格を有するもののうち

から、管理責任者が指名する。 

（保管責任者） 

第７条 次の課等に、保管責任者を置く。 

(1) 遠隔制御器の通信操作を行う課等。 

(2) 陸上移動局を配置した課等。 

２ 保管責任者は、管理責任者の命を受け、課等に設置した遠隔制御器又は陸上移動局の管理及び

監督の業務を分掌する。 

３ 保管責任者は、遠隔制御器又は陸上移動局を設置した課等の課長等の職にある者を充てる。 

（無線従事者の配置、養成等） 

第８条 総括管理者は、無線局の適正な運用を図るため必要な無線従事者を配置するものとする。 

２ 総括管理者は、無線従事者等の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意する

ものとする。 

３ 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年４月１日をもって無線従事者名簿（様

式第１号）を作成するものとする。 

４ 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは、無線従事者選（解）任届（様式第２

号）により遅滞なく近畿電気通信管理局長に届け出なければならない。 

（無線従事者の任務） 

第９条 無線従事者は、無線局の無線設備の操作を行うほか、通信取扱者の行う無線設備の操作を

指揮監督する。 

２ 基地局に配置された無線従事者は、業務日誌（様式第３号）を毎日記入するものとする。 

（通信取扱者） 

第１０条 基地局を設置した課等に通信取扱責任者を置く。また、遠隔制御器又は陸上移動局を

（設置）した課等にも、通信取扱者を置く。 

２ 通信取扱者は、無線従事者の指導のもとに、法及び関係法令に基づき、適正な無線局の運用を

行うものとする。 

３ 通信取扱者は、無線局の運用に携わる職員とする。 

（備付書類等の管理） 

第１１条 管理責任者は、法及び関係法令に基づく業務関係書類を管理及び保管する。 

２ 業務日誌は、管理責任者及び通信取扱責任者の閲覧を受けるものとする。 

３ 管理責任者は無線従事者選（解）任届写し等関係書類を整理保管しておくものとする。 

 

 

 

 

（無線局の運用） 

第１２条 無線局の運用方法については、別に定める運用要領によるものとする。 
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（無線設備の保守点検） 

第１３条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。 

(1) 毎日点検 

(2) 月点検 

(3) 年点検 

２ 点検項目については、無線設備の点検表（様式４号－１～３）のとおりとする。 

３ 保守点検の責任者は次のとおりとする。 

(1) 毎日点検は通信取扱責任者又は保管責任者 

(2) 毎月点検は管理責任者 

(3) 年点検は総括管理者 

４ 予備装置及び予備電源については、毎月１回以上その装置を使用し、その機能を確認しておく

ものとする。 

（通信訓練） 

第１４条 総括管理者は、非常災害の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、

次のとおり定期的な通信訓練を実施するものとする。 

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 隔 年 実 施 

(2) 定期通信訓練           毎年１回以上 

２ 訓練は、通信統制、情報収集及び伝達訓練を重点として行うものとする。 

（研修） 

第１５条 総括管理者は毎年１回以上、通信取扱者等に対し、法及び関係法令、無線設備の取扱い

等について研修を行うものとする。 

（部外設置の無線設備の管理） 

第１６条 部外（町が管理しない施設をいう。）に設置する陸上移動局の無線設備の管理について

は、別に定めるものとする。 

（通信統制） 

第１７条 総括管理者は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、通信統制を行うこと

ができる。 

２ 事故その他の理由により、総括管理者が前項の通信統制を行うことができないときは、管理責

任者が通信統制を行うものとする。 

附 則 

この規定は平成10年４月17日から施行する。 

附 則 

この規定は平成16年７月１日から施行する。 
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参考資料－５ 豊能町地域防災無線局運用要綱 

 

 

 

豊能町地域防災無線局運用要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、豊能町地域防災無線局管理運用規程（平成10年豊能町訓令第２号。以下「規

程」という。）第12条に基づき、無線局の運等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（運用の体制） 

第２条 平常時における通信は、基地局にあっては総務部自治人権課が、遠隔制御器又は陸上移動

局にあっては規程第７条に定める保管責任者が運用を実施する。 

２ 前項の規程にかかわらず、規程第17条第１項の規定により、総括管理者が通信統制を行う場合

は、総務部自治人権課が運用する。 

（通信の種類） 

第３条 通信の種類は、一般通信及び緊急通信とする。 

（通信事項） 

第４条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 地震、台風、洪水、火災等の非常災害に関するもの。 

(2) 一般行政連絡に関するもの。 

(3) その他総括管理者が必要と認めるもの。 

（通信の原則） 

第５条 通信を行うときは、次の事項を守らなければならない。 

(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。 

(2) 無線通信に使用する用語は、暗号、隠語等を使用してはならず、できる限り簡潔でなければ

ならない。 

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。 

(4) 無線通信は正確に行うものとし、通信上の誤りを知った時は直ちに訂正しなければならない。 

(5) 事前に無線設備の状況を確かめ、適正な操作を行い、無用な電波を発射しないように努める

こと。 

（運用時間） 

第６条 無線局は常時運用するものとする。ただし、平常時においては執務時間内運用を原則とす

る。 

２ 前項に規定する時間以外に無線局を開局し、又は閉局するときは、その旨を事前に相手局に連

絡しなければならない。 

３ 総括管理者は、災害が発生し又は発生するおそれがあると認めるときは、遠隔制御器及び陸上

移動局を常時開局しておくよう、管理責任者に指示しなければならない。 

（通信の制限） 

第７条 総括管理者は、災害の発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。 
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（目的外通信の禁止） 

第８条 無線局は、目的及び通信の相手方並びに通信事項の範囲を超えて運用してはならない。 

（混信等の防止） 

第９条 無線局は、他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければ

ならない。 

（通信の記録） 

第１０条 通信取扱責任者または無線従事者は、非常通信を行ったときは無線業務日誌（様式第１

号）に所要事項を記載しなければならない。 

（呼出） 

第１１条 通信の相手方である無線局１局を呼出す場合は、番号計画に基づく固有番号を入力し、

接続信号を確認した後、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。 

(1) 相手局の呼出名称   ３回以下 

(2) こちらは       １回 

(3) 自局の呼出名称    １回 

(4) どうぞ        １回 

（一括呼出） 

第１２条 各無線局を一括して呼出す場合は、番号計画に基づく一括番号を入力し、接続信号を確

認した後、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。 

(1) 各局         ３回以下 

(2) こちらは       １回 

(3) 自局の呼出名称    １回 

(4) どうぞ        １回 

（特定局一括呼出） 

第１３条 ２以上の特定無線局を呼出す場合は、番号計画に基づいた２以上の一括呼出番号を入力

し、接続信号を確認した後、次に掲げる事項を順次送信して行うものとする。 

(1) 相手局の呼出名称   ３回以下 

(2) こちらは       １回 

(3) 自局の呼出名称    １回 

(4) どうぞ        １回 

（呼出の反復） 

第１４条 呼出しに対して応答がないため呼出しを反復するときは、間隔をおいて行う。 

（応答） 

第１５条 無線局は自局に対する呼出しを受信したときは、次に掲げる事項を順次送信して、直ち

に応答しなければならない。 

(1) 相手局の呼出名称   ３回以下 

(2) こちらは       １回 

(3) 自局の呼出名称    １回 

(4) どうぞ        １回 

２ 前項の規定による応答に際し、直ちに通信を受信することができない事由があるときは、「ど
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うぞ」の代わりに「何分間お待ち下さい」を送信するものとする。 

（不確実な呼出に対する応答） 

第１６条 無線局は自局に対する呼出しであることが確実でない呼出しを受信したときは、その呼

出しが反復され、かつ自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで、応答してはならな

い。 

２ 自局に対する呼出しを受信したが、呼出局の呼出名称が不確実である場合は、応答事項のうち

相手局の呼出名称の代わりに「誰かこちらを呼びましたか。」を使用して直ちに応答しなければ

ならない。 

（一括呼出しに対する応答順位） 

第１７条 一括呼出しに対する各無線局の応答順位は、基地局、次に呼出名称の番号順によるもの

とする。ただし、特に急を要する通報等で、かつ相手局の受信が確実な場合は、相手局の応答を

待たずに通報等の送信ができる。 

（通報の送受信） 

第１８条 無線局は、呼出しに対する応答を受けたときは、相手局が「何分間お待ちください。」

を送信した場合を除き、直ちに通報を開始するものとする。 

２ 通報等の送受信は、次の各号を順次送信して行うものとする。 

(1) 相手局の呼出名称   １回 

(2) こちらは       １回 

(3) 自局の呼出名称    １回 

(4) 通報等        ２回以下 

(5) どうぞ        １回 

（緊急通報） 

第１９条 特に緊急を要する通報を送信しようとするときは、「至急」を３回前置きしてから、呼

出し及び通報を行うものとする。 

２ 無線局は、前項の緊急通報を受信したときは、他の通信を一時中止して、その通報を受信しな

ければならない。 

（通報受信） 

第２０条 無線局が通報を確実に受信したときは、次に掲げる事項を順次送信するものとする。 

(1) 相手局の呼出名称   １回 

(2) こちらは       １回 

(3) 自局の呼出名称    １回 

(4) 了解         １回 

（各局あて同時通報） 

第２１条 各無線局に対し同時に通報を送信しようとするときは、第12条各号に掲げる事項の応答

に引続き通報を送信するものとする。 

（特定局あて同時通報） 

第２２条 ２以上の特定の無線局に対し、同時通報を送信しようとするときは、第13条各号に掲げ

る事項の応答に引続き通報を送信するものとする。 

（メリット） 
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第２３条 通信中における感度及び明瞭度（以下「メリット」という。）の基準は、次のとおりと

する。 

区   分 受       信       状       態 

メリット５ 雑音がまったくなく、非常に明瞭に通信内容が受信できる程度。 

メリット４ 雑音は少々残るが、十分かつ明確に通信内容が受信できる程度。 

メリット３ 雑音及び歪みは多少あるが、割合容易に通信内容が受信できる程度。 

メリット２ 雑音及び歪みが多く、繰り返すことで通信内容が理解できる程度。 

メリット１ 雑音が非常に大きく、その中に音声らしきものが認められる程度。 

 

（試験電波の発射） 

第２４条 無線設備の試験又は調整のため、試験電波を発射するときは、次の各項に定めるところ

による。 

２ 電波を発射する前に聴取を行い、他の通信に混信を与えないことを確認した後、次に掲げる事

項を順次送信する。 

(1) ただいま試験中    ３回 

(2) こちらは       １回 

(3) 自局の呼出名称    ３回 

３ 前項各号送信後、１分間聴取を行い、他の無線局から停止の請求がない場合に限り、次に掲げ

る事項を10秒間以内で順次送信する。 

(1) 「本日は晴天なり」の連続 

(2) 自局の呼出名称 

（補則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総括管理者が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成10年４月17日から実施する。 

附 則 

この規定は、平成16年７月１日から施行する。
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参考資料－６ 地域防災無線番号表 

 

地域防災無線番号表 

局の 

区分 
局名（常設場所） 

呼出 

番号 
グループ番号 

局の 

区分 
局名（常設場所） 

呼出 

番号 
グループ番号 

統制局 

 
役場庁舎／統制局 １００         吉川支所 ６０１ F00 F01 F65   

遠隔  

制御 
自治人権課 ２０１ F00 F01 F30   吉川支所 ６０２ F00 F01 F65   

遠隔  

制御 
建設水道部 ２０２ F00 F01 F55 F60 吉川支所 ６０３ F00 F01 F65   

遠隔 

制御 
生活福祉部 ２０３ F00 F01 F65   自治人権課 ６１０ F00 F01     

吉川支所 ３０１ F00 F01 F60 F65 自治人権課 ６１１ F00 F01     

双葉保育所 ３０２ F00 F01 F65   高齢障害福祉課 ６１２ F00 F01 F65   

吉川保育所 ３０３ F00 F01 F65   

可 

搬 

型 

教育委員会 ６１３ F00 F01 F40 F45 

永寿荘 ３１０ F00 F01 F65   環境課 ６３０ F00 F01 F55 F60 

豊寿荘 ３１１ F00 F01 F65   建設課 ６６０ F00 F01 F60   

保健センター ３１２ F00 F01 F65   建設課 ６６１ F00 F01 F60   

診療所 ３１３ F00 F01 F65   農林商工課 ６７０ F00 F01 F60   

ふれあい文化センター ３２０ F00 F01     上下水道課（下水） ６８０ F00 F01 F60   

水道事業所 ３３０ F00 F01 F60   上下水道課（上水） ６９０ F00 F01 F60   

吉川幼稚園 ４０１ F00 F01 F40 F45 

車 

携 

帯 

型 

上下水道課（上水） ６９１ F00 F01 F60   

光風台幼稚園 ４０２ F00 F01 F40 F45 総務課 ６２０ F00 F01 F30   

東能勢幼稚園 ４０３ F00 F01 F40 F45 環境課 ６３１ F00 F01 F55 F60 

東能勢小学校 ４１０ F00 F01 F40 F45 環境課 ６３２ F00 F01 F55 F60 

高山小学校 ４１１ F00 F01 F40 F45 環境課 ６３３ F00 F01 F55 F60 

吉川小学校 ４１２ F00 F01 F40 F45 環境課 ６３４ F00 F01 F55 F60 

光風台小学校 ４１３ F00 F01 F40 F45 自治人権課 ６４０ F00 F01 F30   

東ときわ小学校 ４１４ F00 F01 F40 F45 豊寿荘 ６４１ F00 F01 F65   

東能勢中学校 ４１５ F00 F01 F40 F45 保健センター ６５０ F00 F01 F65   

吉川中学校 ４１６ F00 F01 F40 F45 診療所 ６５１ F00 F01 F65   

中央公民館 ４２０ F00 F01 F40   建設課 ６６２ F00 F01 F60   

西公民館 ４２１ F00 F01 F40   農林商工課 ６７１ F00 F01 F60   

図書館 ４２２ F00 F01 F40   農林商工課 ６７２ F00 F01 F60   

ユーベルホール ４２３ F00 F01 F40   上下水道課（上水） ６９２ F00 F01 F60   

シートス ４２４ F00 F01 F40   上下水道課（上水） ６９３ F00 F01 F60   

豊悠プラザ ４２５ F00 F01 F65   

車 

載 

型 

上下水道課（上水） ６９４ F00 F01 F60   

消防本部 １１９ F00 F01 F19 F30               

消防東出張所 １２０ F00 F01 F19 F30          

豊能警察署 １１０ F00 F30              

関西電力豊能出張所 ５０１ F00 F30              

半 
 
 

固 
 
 

定 
 
 

型 

阪急田園バス豊能営業支 ５０２ F00 F30                   
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グループ番号 

Ｆ００…全局一斉 

Ｆ０１…町役場一斉 

Ｆ１９…消防 

Ｆ２０…消防分団 

Ｆ２１…第１方面隊 

Ｆ２２…第２方面隊 

Ｆ２３…第３方面隊 

Ｆ３０…防災関連 

Ｆ４０…教育委員会 

Ｆ４５…幼・小・中学校 

Ｆ５５…環境課（清掃） 

Ｆ６０…建設水道部 

Ｆ６５…福祉関係 

局の 

区分 
局名（常設場所） 

呼出 

番号 
グループ番号 

高山分団 １２ F00 F20 F21 F30 

川尻分団 １２ F00 F20 F21 F30 

木代分団 １２ F00 F20 F21 F30 

余野分団 １２ F00 F20 F21 F30 

切畑分団 １２ F00 F20 F22 F30 

野間口分団 １２ F00 F20 F22 F30 

牧分団 １２ F00 F20 F22 F30 

寺田分団 １２ F00 F20 F22 F30 

吉川分団 １２ F00 F20 F23 F30 

ときわ台分団 １３ F00 F20 F23 F30 

車 

載 

型 

光風台分団 １３ F00 F20 F23 F30 

水道事業所 ８０ F00 F01 F60  

水道事業所 ８０ F00 F01 F60  

携 

帯 

型 水道事業所 ８０ F00 F01 F60  

統制局遠隔制御器 呼出番号 グループ番号  

自治人権課 701 F00 F01 F30    

建設水道部 702 F00 F01 F30 F55 F60 
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車載局一覧表  

 

所属 識別信号 車両登録番号 種別 備考 

総務課 27321 620 大阪７１ ふ １４１１ 車載型 カローラワゴン 

自治人権課 27321 640  大阪５０ よ ６５４８ 車載型 ミニカトッポ 

建設課 27321 662 大阪８８ た ８７１１ 車載型 マークⅡワゴン 

土地改良区 27321 671 大阪４７ て ３２９０ 車載型 レオーネ 

環境課 27321 630 大阪４７ は １５３６ 車載携帯 ダットサン 

建設課 27321 660 大阪４７ ま  ９５６ 車載携帯 カルディナ 

建設課 27321 661 大阪４７ も ６０７３ 車載携帯 タウンエース 

農林商工課 27321 670 大阪７１ ふ ３９０８ 車載携帯 カローラ 

上下水道課（下水） 27321 680 大阪７１ ふ ８９４８ 車載携帯 カルディナ 

27321 672 大阪４７ ま １２５２ 車載型 バネットトラック 

27321 631 大阪８８ せ ９７３３ 車載型 パッカー 

27321 632 大阪８８ せ ８２０９ 車載型 パッカー 

27321 633 大阪８００ さ ８７１ 車載型 パッカー 

吉川支所 

(清掃事務所） 

27321 634 大阪８００ す ２９６ 車載型 チッピング車 

豊寿荘 27321 641 大阪２２ さ ５９７６ 車載型 マイクロバス 

27321 692 大阪７１ そ ６３５５ 車載型 マークⅡワゴン 

27321 693 大阪４００ た ４０２ 車載型 ＡＤバン 

27321 694 大阪４３ に ・・３６ 車載型 ハイゼット 

27321 690 大阪１１ ま ９９５１ 車載携帯 日野レンジャー 

上下水道課（水道） 

27321 691 大阪８８ は ４０５７ 車載携帯 ダイナ 

診療所 27321 651 大阪７７ せ ３１７５ 車載型 カリーナ 

保健センター 27321 650 大阪７９ た ９８１６ 車載型 ハイエース 

吉川消防団 27321 129  大阪８８ す ４５３６ 車載型 ポンプ車 

ときわ台消防団 27321 130 大阪８８ す ９５４１ 車載型 ポンプ車 

光風台消防団 27321 131 大阪８８ さ ９７５１ 車載型 ポンプ車 

高山消防団 27321 121 大阪８８ す ・・５４ 車載型 ポンプ車 

川尻消防団 27321 122 大阪８８ す ・９１０ 車載型 ポンプ車 

木代消防団 27321 123 大阪８８ せ ６１９８ 車載型 ポンプ車 

余野消防団 27321 124 大阪８８ せ ３３７３ 車載型 ポンプ車 

切畑消防団 27321 125 大阪８８ せ ４５５１ 車載型 ポンプ車 

野間口消防団 27321 126 大阪８８ せ  ８８０ 車載型 ポンプ車 

牧消防団  27321 127 大阪８８ す ２１５９ 車載型 ポンプ車 

寺田消防団 27321 128 大阪８８ す ３４９８ 車載型 ポンプ車 

福祉課（豊寿荘） 
27321 641 大阪２２ さ ３４９８ 車載型 日野レインボー 


